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第１  目 的 

  こ の要綱は、 私立高等学校（ 全日制課程、 定時制課程及び通信制課程（ 東京都知事が認可し たも の

に限る 。以下同じ 。））、私立特別支援学校の高等部、私立高等専門学校（ 第１ 学年から 第３ 学年まで）、

私立中等教育学校後期課程及び私立専修学校高等課程（ 修業年限が１ 年６ 月の場合で、 補助事業実施

年度の修業年限が１ 年に満たないと き は補助対象から 除く 。）（ 以下「 私立高等学校等」 と いう 。） へ

の修学に係る 都民の授業料負担を軽減し 、 その修学を容易にする こ と を目的と する 私立高等学校等特

別奨学金（ 以下「 補助金」 と いう 。） の交付に関し 必要な事項を定めるも のと する。  

第２  交付対象 

    こ の要綱によ る 補助金の交付対象は、公益財団法人東京都私学財団（ 以下「 財団」と いう 。） と する。  

第３  補助対象経費 

  補助金の交付対象と する 経費は、 次の事業に要する経費と する。  

１  財団が行う 私立高等学校等授業料軽減助成事業に要する 経費のう ち次の基準に基づき 助成し た

経費 

（ １ ） 都内の私立高等学校等の設置者が生徒の保護者に対し て行う 授業料軽減に対する助成、 又は

都内及び都外の私立高等学校等に在学する 生徒の保護者に対し て行う 授業料軽減に対する 助成

である こ と 。  

（ ２ ）（ １ ） の授業料軽減は、 以下のと おり 補助金額及び対象者を決定する。  

 補助金額は、 別表に定める と こ ろによ り 決定する 。 ただし 、 こ の補助金額は、 学校法人等に

納める 授業料（ 減免措置等によ り 授業料が減額さ れている 場合は、 当該減額後の授業料） の範

囲内で、 高等学校等就学支援金の支給に関する 法律（ 平成２ ２ 年法律第１ ８ 号） に規定する高

等学校等就学支援金（ 以下「 就学支援金」 と いう 。） 又は高等学校等修学支援事業費補助金（ 学

び直し への支援） 交付要綱（ 平成２ ６ 年４ 月１ 日付２ ５ 文科初第１ ４ ４ ６ 号） に規定する 高等

学校等学び直し 支援金（ 以下「 学び直し 支援金」 と いう 。） と 合算し て、 私立高等学校等のう

ち、 高等学校（ 通信制課程） 以外については生徒一人当たり ４ ７ ５ ， ０ ０ ０ 円以内（ 一部の家

計急変世帯を除く ）、 私立高等学校（ 通信制課程） については生徒一人当たり ２ ６ ５ ， ０ ０ ０

円以内と する 。  

  対象者は、 以下のア又はイ のいずれかの要件を満たす者と する 。  

ア 家計急変世帯以外の世帯の者 

  補助金における 家計急変世帯以外の世帯の者は、 以下のイ に該当し ない世帯に属し 、 以下の

（ ア） から （ ウ） までの全てを満たす者と する。  

（ ア） 補助事業実施年度の申請時に私立高等学校等の生徒の保護者である こ と 。 なお、 こ こ でい

う 保護者と は、 次のａ から e までで規定する 者をいう 。  

ａ  生徒の親権者（ 生徒が在学中に成人し た場合で、 成人する 直前の未成年の時点から 申

請の時点まで生計を維持する 者に変更がない場合を含む。）  

ｂ  生徒に親権者がいない場合には、 生徒の未成年後見人 

ｃ  生徒の親権者及び未成年後見人が存在し ない場合は、 以下のいずれかの者（ 以下「 主

たる 生計維持者」 と いう 。）  

（ ａ ） 生徒を地方税法（ 昭和２ ５ 年法律第２ ２ ６ 号） 第２ ３ 条第１ 項第９ 号及び第２ ９ ２

条第１ 項第９ 号の扶養親族と し ている 者 



（ ｂ ） 生徒を健康保険法（ 大正十一年法律第七十号） 第３ 条第７ 項の被扶養者と し ている  

  者 

（ ｃ ） 生徒に係る ひと り 親家庭医療費助成制度によ るひと り 親家庭の医療証を持っている  

  者 

（ ｄ ） 生徒に係る 児童扶養手当受給証明証を持っている 者 

ｄ  生徒の親権者又は未成年後見人が存在する が、 就学に要する 経費の負担を求める こ と

が困難な場合は、 主たる 生計維持者 

ｅ  親権者、 未成年後見人、 又は主たる 生計維持者がいない場合で生徒本人が世帯主で授

業料を現に負担し ている 場合は、 生徒本人 

   （ イ ） 補助事業実施年度の５ 月１ 日から 申請時まで引き 続いて、 生徒及びその保護者が都内に

住所を有し ている こ と 。 ただし 、 生徒が、 学校の指定する 寮等に入る 場合や学校が認める

海外留学によ り 、 都内から 都外へ移り 住んだ場合においては、 保護者が補助事業実施年度

の５ 月１ 日から 申請時まで引き 続いて都内に住所を有し ている 場合は補助の対象と する 。  

（ ウ ） 別表に定める 家計急変世帯を除く いずれかの区分に該当し ている こ と 。  

  イ  家計急変世帯の者 

補助金における 家計急変世帯の者は、 補助事業実施年度の前年度における 就学支援金の家計急

変制度の対象者と し て認定を受けた世帯に属し 、 以下の（ ア） から （ ウ） までの全てを満たすも

のと する 。  

    （ ア） 補助事業実施年度の前年度における 就学支援金の家計急変制度の対象者と し ての認定時

に私立高等学校等の生徒の保護者である こ と 。 なお、 こ こ でいう 保護者と は、 次のａ から

e までで規定する者をいう 。  

ａ  生徒の親権者（ 生徒が在学中に成人し た場合で、 成人する 直前の未成年の時点から 申

請の時点まで生計を維持する 者に変更がない場合を含む。）  

ｂ  生徒に親権者がいない場合には、 生徒の未成年後見人 

ｃ  生徒の親権者及び未成年後見人が存在し ない場合は、 以下のいずれかの者（ 以下「 主

たる 生計維持者」 と いう 。）  

（ ａ ） 生徒を地方税法（ 昭和２ ５ 年法律第２ ２ ６ 号） 第２ ３ 条第１ 項第９ 号及び第２ ９ ２

条第１ 項第９ 号の扶養親族と し ている 者 

（ ｂ ） 生徒を健康保険法（ 大正十一年法律第七十号） 第３ 条第７ 項の被扶養者と し ている    

  者 

（ ｃ ） 生徒に係る ひと り 親家庭医療費助成制度によ るひと り 親家庭の医療証を持っている  

  者 

（ ｄ ） 生徒に係る 児童扶養手当受給証明証を持っている 者 

ｄ  生徒の親権者又は未成年後見人が存在する が、 就学に要する 経費の負担を求める こ と

が困難な場合は、 主たる 生計維持者 

ｅ  親権者、 未成年後見人、 又は主たる 生計維持者がいない場合で生徒本人が世帯主で授

業料を現に負担し ている 場合は、 生徒本人 

   （ イ ） 補助事業実施年度の前年度の５ 月１ 日時点において、 生徒及びその保護者が都内に住所

を有し ている こ と 。 ただし 、 生徒が、 学校の指定する寮等に入る 場合や学校が認める 海外



留学によ り 、 都内から 都外へ移り 住んだ場合においては、 保護者が補助事業実施年度の前

年度の５ 月１ 日時点において都内に住所を有し ている 場合は補助の対象と する 。  

（ ウ ） 別表に定める 家計急変世帯に該当し ているこ と 。  

   なお、 家計急変世帯において、 年度途中に家計急変が生じ た場合には、 原則、 別表に定

める 補助金額を就学支援金の家計急変制度の対象者と し て認めら れた支給月数に応じ て算

定し た額と する 。  

 ２  事務費 

  補助対象事業の実施に必要な経費（ 財産取得費を含む。） の合算額 

第４  交付方法 

 補助金の交付は、 原則と し て、 ７ 月、 ９ 月及び２ 月に概算払の方法によ り 行う 。  

第５  交付申請書の提出 

財団は、 補助金の交付を受けよ う と する と き は、 交付申請書（ 別記第１ 号様式） に別に定める 書類

を添えて知事に提出するも のと する 。  

第６  交付の決定及び通知 

知事は、 第５ に規定する 交付申請書の提出があったと き は、 当該申請書の内容を審査の上、 交付の

可否を決定し 、 その決定の内容及び交付の条件を財団に対し て通知する 。  

第７  申請の撤回 

  補助金の交付の決定に際し ては、 交付決定の内容又はこ れに付けた条件に異議がある 場合は、 当該 

決定通知の受領の日から １ ４ 日以内に申請の撤回をする こ と ができ る 旨を通知する も のと する。  

第８  交付の条件 

    補助金の交付の決定に当たっては、 次に掲げる 条件を付ける も のと する 。  

  １  補助金は、 補助対象事業に要する 経費に使用し 、 他の目的に使用し てはなら ないこ と 。  

  ２  補助対象事業は、 交付年度の４ 月１ 日から 翌年３ 月３ １ 日までに完了し なければなら ないこ と 。  

 ３  補助対象事業に係る関係書類を整備し 、 会計年度終了後５ 年間保管する こ と 。  

   ただし 、 第３  １ （ ２ ） に規定する 就学支援金と の合算に係る 関係書類については、 会計年度終

了後８ 年間保管する こ と 。  

  ４  知事が東京都職員に、 ３ に規定する 書類を調査さ せた場合又は補助対象事業について報告を命じ

さ せた場合は、 こ れに応ずる こ と 。  

  ５   補助事業の遂行に当たって知り 得た事実を、 みだり に他に漏ら し てはなら ないこ と 。  

 ６  財団は、 第５ 又は第９ の規定によ り 提出し た書類の内容に錯誤がある こ と が判明し た場合は、 速

やかにその内容について文書によ り 知事に報告し なければなら ないこ と 。  

第９  実績報告書の提出 

財団は、 補助対象事業が完了し たと き は、 実績報告書（ 別記第２ 号様式） を知事に提出し なけれ 

ばなら ない。  

第 10 補助金の額の確定 

知事は、 第９ の規定によ る実績報告書が提出さ れたと き は、 当該報告書の内容を審査の上、 その報 

告に係る 補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこ れに付けた条件に適合する と

認めたと き は、 交付すべき 補助金の額を確定し 、 財団に通知する 。  

 



第 11 補助金の精算 

  財団は、第 10 に規定する 通知を受けた後、概算払によ り 交付を受けた補助金の精算をする も のと す

る 。  

第 12  交付決定の取消し  

  １  知事は、 補助の決定を受けた財団が次の（ １ ） から （ ７ ） までのいずれかに該当し た場合は、 補

助金の交付の決定の全部又は一部を取り 消すこ と ができ る 。  

  （ １ ）  偽り その他不正の手段によ り 補助金の交付を受けたと き 。  

  （ ２ ）  法令の規定又はこ の要綱に基づく 命令に違反し たと き 。  

  （ ３ ）  こ の補助金の交付決定の内容又はこ れに付けた条件に違反し たと き 。  

（ ４ ）  本要綱に基づく 知事の処分若し く は指示に違反し たと き。  

  （ ５ ）  第５ 又は第９ の規定によ り 提出し た書類に、 不実の記載があったと き 。  

  （ ６ ）  第８  ６ に規定する 報告を受けたと き 。  

  （ ７ ）  その他やむを得ないと 認めら れる 特別な事情が生じ たと き 。  

２  １ の規定は、 補助対象事業について交付すべき 補助金の額の確定があった後にも 適用がある も の

と する。  

第 13  補助金の返還 

 １  知事が、第 12 の規定によ り 補助金の交付の決定を取り 消し た場合において、当該取消し に係る部

分に関し 、 既に補助金が交付さ れている と き は、 財団は、 知事が指定する 期日までに、 当該取消額

を返還し なければなら ない。  

 ２  知事が、第 10 の規定によ り 補助金の額を確定し た場合において、既にその額を超える補助金が交

付さ れていると き は、財団は、知事が指定する 期日までに、当該超過額を返還し なければなら ない。  

第 14 違約加算金及び延滞金 

１  知事が、 第 12 １ （ １ ） から（ ５ ） までの規定によ り 、 補助金の交付の決定の全部又は一部を取

り 消し た場合において、 補助金の返還を命じ たと き は、 財団は、 当該補助金の受領の日から 納付の

日までの日数に応じ 、当該補助金の額（ その一部を納付し た場合における その後の期間については、

既納付額を控除し た額） につき 、 年１ ０ ． ９ ５ パ－セント の割合で計算し た違約加算金（ １ ０ ０ 円

未満の場合を除く ｡） を納付し なければなら ない。  

２  知事が、 財団に対し 補助金の返還を命じ た場合において、 財団がこ れを納期日までに納付し なか

ったと き は、 財団は、 納期日の翌日から 納付の日までの日数に応じ 、 その未納額につき 、 年１ ０ ．

９ ５ パ－セント の割合で計算し た延滞金（ １ ０ ０ 円未満の場合を除く ｡） を納付し なければなら な

い。  

第 15 財産の管理等 

財団は、 補助対象経費によ り 取得し 、 又は効用の増加し た財産（ 以下「 取得財産等」 と いう 。） に

ついては、 善良な管理者の注意をも って管理し 、 補助金交付の目的に従って、 その効率的運用を図ら

なければなら ない。  

第 16 財産処分の制限 

１  財団は、 取得財産等について、 減価償却資産の耐用年数等に関する 省令（ 昭和４ ０ 年大蔵省令第

１ ５ 号） を勘案し て別に定めた期間内においては、 知事の承認を受けないで補助金の交付の目的に

反し て使用し 、 譲渡し 、 交換し 、 貸し 付け、 担保に供し 、 取り 壊し 又は廃棄し てはなら ない。  



２  １ の場合において、 知事の承認を受けて取得財産等を処分する こ と によ り 収入があったと き は、

その収入の全部又は一部を東京都に納付さ せるこ と ができ る 。  

第 17 授業料負担の軽減事業に係る 個人情報の取扱い 

知事と 財団は、 保護者の授業料負担を軽減する事業を一体的に実施するため、 就学支援金及び学び

直し 支援金の審査等に係る 個人情報を各事業において必要な範囲で相互に利用する も のと する。  

相互利用にあたり 、 財団は、 補助対象事業を実施する 際に、 個人情報の利用・ 収集目的を申請者に

通知する と と も に、 個人情報の安全管理措置を講じ なければなら ない。  

第 18  留意事項 

   補助対象事業の実施に当たっては、 必要に応じ 、 東京都と 協議する こ と 。  

第 19  補  則 

     こ の要綱に定める も ののほか、補助金の交付に関し て必要な事項は、東京都補助金等交付規則（ 昭

和３ ７ 年東京都規則第１ ４ １ 号） に定める と こ ろによ る。  

また、 補助金の取扱いに関する 細目については、 財団において別に定める。  

 

 

   附 則 

こ の要綱は、 平成１ ３ 年度の補助金から 適用する。  

   附 則 

  こ の要綱は、 平成１ ５ 年度の補助金から 適用する 。  

     附 則 

  こ の要綱は、 平成１ ６ 年度の補助金から 適用する 。  

     附 則 

  こ の要綱は、 平成１ ８ 年度の補助金から 適用する 。  

   附 則 

 こ の要綱は、 平成１ ９ 年度の補助金から 適用する 。  

     附 則 

 こ の要綱は、 平成２ ０ 年度の補助金から 適用する 。  

   附 則 

 こ の要綱は、 平成２ ２ 年度の補助金から 適用する 。  

     附 則 

 こ の要綱は、 平成２ ３ 年度の補助金から 適用する 。  

   附 則 

 こ の要綱は、 平成２ ４ 年度の補助金から 適用する 。  

   附 則 

 こ の要綱は、 平成２ ５ 年度の補助金から 適用する 。  

   附 則 

 こ の要綱は、 平成２ ６ 年度の補助金から 適用する 。  

     附 則 

 こ の要綱は、 平成２ ７ 年度の補助金から 適用する 。  



      附 則 

 こ の要綱は、 平成２ ８ 年度の補助金から 適用する 。  

      附 則 

 こ の要綱は、 平成２ ９ 年度の補助金から 適用する 。  

附 則 

 こ の要綱は、 平成３ ０ 年度の補助金から 適用する 。  

附 則 

 こ の要綱は、 平成３ １ 年度の補助金から 適用する 。  

 附 則 

 こ の要綱は、 令和２ 年度の補助金から 適用する 。  

附 則 

こ の要綱は、 令和３ 年度の補助金から 適用する 。  

附 則 

こ の要綱は、 令和４ 年度の補助金から 適用する 。  

  附 則 

こ の要綱は、 令和５ 年度の補助金から 適用する 。  



別表（ 第３ 関係）

 

 

 



※１  全日制等 

第１ に規定する 「 私立高等学校等」 のう ち、 通信制課程以外のも のをいう 。  

※２  財団が補助金額を決定する 際に就学支援金の受給有無が確定し ていない場合は、「 就学支援金を受

給し ていない世帯」 と し て取り 扱う 。  

※３  授業料 

学校法人等に納める申請年度分の授業料（ 減免措置等によ り 授業料が減額さ れている 場合は、 当

該減額後の授業料） を指す。 なお、 全日制等において 475, 000 円を超える 場合は 475, 000 円、 通信

制課程において 265, 000 円を超える 場合は 265, 000 円と する 。  

※４  授業料軽減助成金の支給を受けよ う と する 生徒本人が早生まれであり 、 扶養控除の適用が他の同

学年の生徒よ り も １ 年遅く なる 場合は、 保護者等の課税標準額から 330, 000 円を控除し た金額を用

いて算定基準額を算出する。  

   なお、 令和５ 年度授業料軽減助成事業においては、 生徒本人の生年月日が平成１ ９ 年１ 月２ 日か

ら ４ 月１ 日生まれの者を早生まれの対象者と する 。  

※５  調整控除相当額 

所得のある 保護者が１ 名のみの世帯又は保護者２ 名に所得があり 、 配偶者控除を受けている 世帯

は 1, 500 円と する 。  

保護者等２ 名に所得があり 、 配偶者控除を受けていない世帯（ 配偶者特別控除を受けている 世帯

を含む） は、 保護者等１ 名につき 1, 500 円と し 、 2 名合計で 3, 000 円と する 。  

ただし 、 保護者１ 名の課税状況を確認し た場合に、 所得があっても 課税さ れていない場合は、 そ

の保護者に係る 「 市町村民税課税標準額×６ ％－市町村民税調整控除相当額」 の計算結果は０ 円と

し 、 課税さ れている 保護者の「 市町村民税課税標準額×６ ％－市町村民税調整控除相当額」 の計算

結果で判定する 。  

※６  学び直し 支援金受給の場合は、 178, 000 円と する 。  

※７  年度途中に家計急変事由が発生し 、 就学支援金の家計急変制度の対象者と し て認定さ れた場合に

は、 就学支援金の家計急変制度の対象者と し て認めら れた支給月数に応じ て算定し た額と する 。  


